
公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一　

総
則 

一　

公
益
通
報
者
の
範
囲
に
、
特
定
受
託
業
務
従
事
者
（
特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
受
託
業
務
従
事
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
一
及
び
第
二
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
受

託
業
務
従
事
者
で
あ
っ
た
者
を
追
加
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
二
条
第
一
項
第
三
号
関
係
） 

二　

通
報
対
象
事
実
の
範
囲
に
、
公
益
通
報
者
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
こ
と
が
犯
罪
の
事
実
又
は
過
料

の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
処
分
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
（
当
該
処
分
の
理
由
と
さ
れ

て
い
る
事
実
が
同
法
の
規
定
に
基
づ
く
他
の
処
分
に
違
反
し
、
又
は
勧
告
等
に
従
わ
な
い
事
実
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
処
分
又
は
勧
告
等
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
を
含
む
。
）
を
追
加
す
る
こ
と
。 （

第
二
条
第
三
項
第
二
号
関
係
） 

第
二　

公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
の
禁
止
等 

一　

労
働
者
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
等 

１　

第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
事
業
者
は
、
そ
の
使
用
し
、
又
は
使
用
し
て
い
た
公
益
通
報
者
が
第
三
条
第
一
項



各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
公
益
通
報
者
に
対
し
て
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱

い
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
条
第
一
項
関
係
） 

２　

１
の
規
定
に
違
反
し
て
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
事
業
者
が
行
っ
た
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
（
解
雇

以
外
の
不
利
益
な
取
扱
い
に
あ
っ
て
は
、
懲
戒
（
労
働
基
準
法
第
八
十
九
条
（
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
事
業
者
が
就
業
規
則
に
定
め
た
制
裁
又
は
事
業
者
と
労
働
者
と
の
間
の
労
働
契
約
に
定
め
た
制
裁
を
い

う
。
）
と
し
て
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
３
及
び
第
五
の
一
に
お
い
て
「
解
雇
等
特
定
不
利
益
取
扱
い
」
と
い
う
。
）
を

無
効
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
条
第
二
項
関
係
） 

３　

公
益
通
報
者
に
対
す
る
解
雇
等
特
定
不
利
益
取
扱
い
が
公
益
通
報
を
し
た
日
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
事

業
者
が
第
三
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
公
益
通
報
が
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
当
該
解
雇
等
特
定
不
利
益

取
扱
い
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
者
が
当
該
公
益
通
報
を
知
っ
た
日
）
か
ら
一
年
以
内
に
さ
れ
た
と
き

は
、
２
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
解
雇
等
特
定
不
利
益
取
扱
い
は
、
当
該
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と

し
て
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
条
第
三
項
関
係
） 

二　

派
遣
労
働
者
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
等 



　

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
事
業
者
（
当
該
派
遣
労
働
者
に
係
る
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
も
の
に

限
る
。
）
は
、
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
す
る
派
遣
労
働
者
で
あ
る
公
益
通
報
者
が
第
三
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
公

益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
労
働
者
派
遣
契
約
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
契
約
を
い
う
。
）
の
解
除
等
を
し
て
は
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
四
条
第
一
項
関
係
） 

三　

特
定
受
託
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止 

第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
事
業
者
は
、
そ
の
業
務
委
託
を
し
、
又
は
業
務
委
託
を
し
て
い
た
特
定
受
託
事
業
者

（
特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
受
託
事
業
者
を
い

う
。
）
に
係
る
特
定
受
託
業
務
従
事
者
で
あ
る
公
益
通
報
者
が
第
三
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
当
該
特
定
受
託
事
業
者
に
対
し
て
、
業
務
委
託
に
係
る
契
約
の
解
除
、
取
引
の
数
量
の
削
減
、
取
引
の
停

止
、
報
酬
の
減
額
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
関
係
） 

四　

解
釈
規
定 

三
の
規
定
は
、
特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
及
び
第
六
条
第
三
項
（
同
法
第
十



七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
八
条
第
三
項
関
係
） 

五　

一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
に
対
す
る
取
扱
い 

一
般
職
の
国
家
公
務
員
、
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
の
適
用
を
受
け
る
裁
判
所
職
員
、
国
会
職
員
法
の
適
用
を
受
け
る 

国
会
職
員
、
自
衛
隊
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
及
び
一
般
職
の
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
一
の
２
及
び
３
の

規
定
は
適
用
せ
ず
、
一
の
１
及
び
第
五
の
一
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
適
用
に
つ
い
て
所
要
の
読
替
規

定
を
設
け
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
九
条
関
係
） 

第
三　

事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置
等 

一　

事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置 

事
業
者
が
と
る
べ
き
措
置
の
例
示
と
し
て
、
整
備
し
た
体
制
に
つ
い
て
の
労
働
者
等
に
対
す
る
周
知
を
追
加
す
る
こ

と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
一
条
第
二
項
関
係
） 

二　

通
報
妨
害
の
禁
止
等 

１　

第
二
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事
業
者
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
公
益
通
報



を
し
な
い
旨
の
合
意
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
、
公
益
通
報
を
し
た
場
合
に
不
利
益
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
を
告
げ

る
こ
と
そ
の
他
の
行
為
に
よ
っ
て
、
公
益
通
報
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
一
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

２　

１
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
合
意
そ
の
他
の
法
律
行
為
は
、
無
効
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
一
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

三　

通
報
者
探
索
の
禁
止 

第
二
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事
業
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
公
益
通
報
者
で
あ
る
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

要
求
す
る
こ
と
そ
の
他
の
公
益
通
報
者
を
特
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
の
三
関
係
） 

第
四　

雑
則 

一　

勧
告
及
び
命
令
等 

１　

内
閣
総
理
大
臣
は
、
公
益
通
報
対
応
業
務
従
事
者
を
定
め
る
義
務
（
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
努
力
義
務
と

さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
二
の
１
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者
に
対
し
て
、
そ
の



違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
五
条
の
二
第
一
項
関
係
） 

２　

内
閣
総
理
大
臣
は
、
１
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
と

ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
勧
告
を
受
け
た
者
に
対
し
、
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
五
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

３　

内
閣
総
理
大
臣
は
、
２
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
五
条
の
二
第
三
項
関
係
） 

二　

報
告
及
び
検
査 

１　

内
閣
総
理
大
臣
は
、
公
益
通
報
対
応
業
務
従
事
者
を
定
め
る
義
務
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
事
業

者
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
事
業
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の

他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
六
条
第
一
項
関
係
） 

２　

１
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
六
条
第
三
項
関
係
） 



３　

１
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
六
条
第
四
項
関
係
） 

三　

適
用
除
外 

一
及
び
二
の
規
定
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　

（
第
二
十
条
関
係
） 

第
五　

罰
則 

一　

第
二
の
一
の
１
の
規
定
に
違
反
し
て
解
雇
等
特
定
不
利
益
取
扱
い
を
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六

月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　

（
第
二
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

二　

第
四
の
一
の
２
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
関
係
） 

三　

第
四
の
二
の
１
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨

げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
関
係
） 

四　

両
罰
規
定 



１　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関

し
、
一
の
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
三
千
万
円
以
下
の
罰
金

刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
刑
を
科
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
関
係
） 

２　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関

し
、
二
又
は
三
の
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
三
十
万

円
以
下
の
罰
金
刑
を
科
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
関
係
） 

３　

１
の
規
定
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。　

（
第
二
十
三
条
第
二
項
関
係
） 

第
六　

そ
の
他 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

第
七　

附
則 

一　

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る

も
の
等
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
一
条
関
係
） 



二　

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
規
定
を

設
け
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
二
条
か
ら
附
則
第
九
条
ま
で
関
係
）


